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船舶インシデント調査報告書 

 

                              令和５年９月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和４年７月３日 ０９時５９分ごろ 

発生場所 千葉県鴨川市鴨川湾南方沖 

江見
え み

港前島灯台から真方位１３８°４.３海里（Ｍ）付近   

 （概位 北緯３５°００.２′ 東経１４０°０７.２′） 

インシデントの概要  漁船第三神
じん

徳
とく

丸は、航行中、逆転減速機が使用できず、主機が運転

できなくなり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和４年１１月１７日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（横浜事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三神徳丸、１１９トン 

 ＭＺ１－３４８（漁船登録番号）、有限会社神徳水産 

 ３７.７０ｍ×５.６９ｍ×２.４８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７２０kＷ、平成１０年３月２６日 

（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 乗組員等に関する情報 船長 ６９歳 

五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５０年２月２８日 

  免 状 交 付 年 月 日 令和２年１２月２５日  

  免状有効期間満了日 令和８年１月２３日 

機関長 ６５歳 
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五級海技士（機関）（履歴限定） 

  免 許 年 月 日 昭和５７年２月１５日 

  免 状 交 付 年 月 日 令和３年１月１４日  

  免状有効期間満了日 令和８年１月２３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか１６人（日本国籍７人、インドネシア

共和国籍９人）が乗り組み、かつお一本釣り漁に使用する餌の活魚を

積み込む目的で千葉県館山市館山港に向け、令和４年７月３日０９時

００分ごろ千葉県勝浦市勝浦港を出港した。 

船長は、本船が鴨川湾南方沖を約１２ノットの対地速力で航行中、

昇橋した機関室の当直部員から、０９時５９分ごろ逆転減速機から白

煙が噴出している旨の報告を受け、主機を中立運転とした。 

機関長は、逆転減速機の下部付近で白煙を見たので、同減速機に異

常を生じたと思い、作動油を補給するキャップを開放したところ、白

煙が噴出したことを見た。 

機関長は、主機を停止したのち、逆転減速機に付設されたウイング

ポンプを使用し、作動油の抜き取り作業を開始したところ、同油が茶

色に濁っていることを認めた。 

船長は、操舵室内の機関室監視モニタの画面を見た際、逆転減速機

から白煙が噴出していたので、同減速機の状態が良くないと思い、航

行ができないと判断し、漁業無線を使用して勝浦港を出港した漁船に

えい
．．

航を依頼した。 

本船は、神奈川県三浦市三崎港にえい
．．

航されたのち、修理業者によ

り、逆転減速機が開放点検され、前進側クラッチ及び後進側クラッチ

の摩擦プレート及びスチールプレートに焼損が、前進側クラッチのス

ラストメタルに 摺
しゅう

動傷がそれぞれ認められ、損傷した摩擦プレー

ト、スチールプレート及びスラストメタルが交換された。 

逆転減速機の茶色く濁った作動油は、性状分析（夾
きょう

雑
ざつ

物の含有量

を定量的に計測）に出されることなく、陸上に廃油として揚げられ処

理された。 

逆転減速機の潤滑油冷却器は、本インシデント後、陸揚げされて点

検されたが、冷却水管等に異常は認められなかった。 

（付図１ インシデント発生場所概略図、写真２ 逆転減速機の外観 

参照） 

 その他の事項 (1) 逆転減速機の配置状況等 

機関室中央付近に据え付けられた主機の後端部から船尾方に向

けて順次、弾性接手及び逆転減速機が配置されており、同減速機
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は、３か所のハウジングに分割され、摩擦プレート等が組み込ま

れていた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 逆転減速機の配置 

 

逆転減速機は、左舷側後部に作動油の油量、色の状態などを点

検する目的で、ゲージ棒が備えられていた。 

(2) 逆転減速機の構造及び作動の概要 

 逆転減速機は、湿式油圧多板クラッチを採用し、前進側及び後

進側のそれぞれのクラッチに摩擦プレート及びスチールプレート

が交互に組み込まれている。 

前進側のクラッチ又は後進側のクラッチの入力軸内の油孔を流

れる作動油がピストンに作用しない場合、戻しばねが張り出して

同ピストンが移動しないので、摩擦プレート及びスチールプレー

トが圧着せず、クラッチが脱の状態となり、入力軸から出力軸へ

動力を伝達しない。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ クラッチが脱の状態（摩擦プレート及びスチールプレートが圧

着しない状態 イメージ） 

 

作動油は、入力軸内の油孔を流れてピストンに作用すると戻し

ばねを圧縮して同ピストンを軸方向に移動させ、摩擦プレート及

びスチールプレートを圧着して、クラッチが嵌
かん

の状態となり、入

力軸から出力軸へ動力を伝達する。（図３参照） 

主機 

船首方 船尾方 

弾性接手 
逆転減速機 

出力軸 

摩擦プレート（青色） スチールプレート（緑色） 

戻しばね 

入力軸 

ピストン 
摩擦プレート及びスチ

ールプレートが圧着し

ない状態 
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図３ クラッチが嵌の状態（摩擦プレート及びスチールプレートが圧

着した状態 イメージ） 

 

(3) 逆転減速機の作動油及び潤滑油の系統 

 作動油は、ハウジング下部の油溜りから、３２メッシュ  

（２５.４mm の間に目開きが３２個ある）のフィルタを経てク 

ラッチ作動油ポンプによって吸入され、吐出されてクラッチ作動

油圧力調整弁で約１.５MＰa に調圧され、方向制御弁を経て前進

側クラッチ、又は後進側クラッチへ供給された後、出力軸に伝わ

る回転方向を前進側、又は後進側へ切り替えていた。 

潤滑油は、ハウジング下部の油溜りから、３２メッシュのフィ

ルタを経て潤滑油ポンプによって吸入され、吐出されて潤滑油冷

却器及び１５０メッシュのフィルタを流れ、潤滑油圧力調整弁で

約０.３MＰa に調圧され、前進側クラッチ及び後進側クラッチへ

供給された後、摩擦プレート等の冷却及び潤滑を行っていた。 

（図４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摩擦プレート 

スチールプレート 

戻しばね 

入力軸 

ピストン 

摩擦プレート及びスチールプレートが

圧着した状態 

作動油 



- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 逆転減速機の作動油及び潤滑油の系統（概略） 

 

(4) 逆転減速機の作動油の管理状況 

機関長は、逆転減速機の作動油として、同減速機製造業者が推

奨する作動油を使用しており、１年ごと（運転時間で約４,５００

時間）に作動油を交換していたものの、令和３年１月の法定検査

を受検した際に交換したのち、その後本インシデント発生当時ま

で、約１年６か月の間、同油の交換を失念し、約７,２００時間継

続して使用していた。 

機関長は、作動油を交換した日時を機関日誌に記載していな 

かった。 

逆転減速機の取扱説明書によれば、作動油の交換時期（運転時

間ごと）は、次のとおりであった。（表１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

前進側のクラッチ 

後進側の 

クラッチ 

クラッチ作動油ポンプ 

潤滑油ポンプ 

３２メッシュのフィルタ 

油溜り 

方向制御弁 

①  

② 

潤滑油冷却器 

１５０メッシュの

フィルタ 

① クラッチ作動油圧力調整弁 

② 潤滑油圧力調整弁 

③ 冷却水入口 

④ 冷却水出口 

③ ④ 

作動油の系統（黒色） 

潤滑油の系統（赤色） 



- 6 - 

表１ 作動油の交換時期の基準（抜粋） 

ＮＯ 整備箇所 整備項目 作業間隔 実施要領 

１ 作動油 交換 初回 

１０００ 

時間 

２回目以降 

３０００ 

時間 

 

機関長は、本船に逆転減速機の取扱説明書が備えられておら

ず、記載されている同減速機の作動油の交換時期を知らなかっ

た。 

機関長は、逆転減速機のハウジングに備えた油面計のゲージ棒

によって作動油の量を計測しており、適宜、同油を補給していた

ものの、補給日及び補給量を記録として残していなかった。 

機関長は、逆転減速機のゲージ棒によって作動油の量を点検し

ていたものの、同油の色合い及び粘度を確認していなかった。 

本船は、２年ごとに入渠しており、逆転減速機が、法定検査の

際に開放され、整備を実施していた。 

(5) 本インシデント後及び現場調査においての作動油の状態 

クラッチ作動油ポンプは、本インシデント後に修理の目的で、

開放されて点検された際、付着した作動油が茶色く濁っていた。 

（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 逆転減速機のクラッチ作動油ポンプ 

 

ゲージ棒に付着した作動油は、現場調査において、濁っていな

かった。（写真３参照） 
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写真３ 現場調査においての作動油の状態 

 

(6) 修理業者等の見解 

本船の逆転減速機等の整備認定事業者は、本インシデント後、

逆転減速機の作動油は汚れており、作動油が劣化し、潤滑の効果

が低下したのに気付かなかったので、本船の作動油の管理不足に

より発生したものと推定した。 

(7) 逆転減速機製造会社の見解 

   作動油の状態は、逆転減速機製造会社によれば、次のとおりで

あった。 

   作動油は、３,０００時間以上使用した場合には劣化する。 

   作動油の劣化には、酸化による劣化などが大きな要因として挙

げられる。 

   作動油は、酸化すると、油膜形成を阻害する形で油膜強度を低

下させ、同油の劣化が促進される。 

   作動油は、酸化、内部部品の細かい摩耗粉及び異物混入により

色が茶色く濁る。 

(8)  その他  

機関長は、逆転減速機の作動油が劣化し、同減速機が使用でき

なくなったと本インシデント後に思った。 

機関長は、逆転減速機の軸上に水が掛かり、同減速機の内部に

水分が混入したものではないと本インシデント後に思った。 

本船は、逆転減速機の作動油を１年ごとに交換していた際、同

種のインシデントは発生していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、機関長が逆転減速機の作動油を１年ごとに交換することを

失念し、令和３年の定期検査を受検したのち、本インシデント発生ま

での間、同減速機の作動油を約７,２００時間継続して使用していた
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ことから、鴨川湾南方沖を航行中、酸化するなどして劣化した作動油

が前進側及び後進側のクラッチに供給され、摩擦プレート及びスチー

ルプレートの間に介在する油膜が切れて、それぞれプレートに焼損を

生じ、同減速機が使用できず、主機の運転ができなくなり、運航不能

となったものと考えられる。 

 機関長は、機関日誌に作動油を交換した日時を記録として残してい

なかったことから、逆転減速機の作動油の交換を失念したものと考え

られる。 

 機関長は、本船に逆転減速機の取扱説明書が備えられておらず、記

載されている作動油の交換時期の基準を知らなかったものと考えられ

る。 

 機関長は、逆転減速機の作動油の量をゲージ棒によって点検してい

たものの、色合いなど状態を確認していなかったことから、作動油の

劣化に気付かなかったものと考えられる。 

 劣化した作動油については、性状分析に出されずに廃油として処理

されたことから、劣化に至った経緯が、酸化によるものなのか、夾雑

物の混入のよるものなのかを明らかにすることができなかった。 

原因 本インシデントは、機関長が逆転減速機の作動油を１年ごとに交換

することを失念し、令和３年の定期検査を受検したのち、本インシデ

ント発生までの間、作動油を約７,２００時間継続して使用していた

ため、本船が鴨川湾南方沖を航行中、酸化するなどして劣化した作動

油が前進側及び後進側のクラッチに供給され、摩擦プレート及びス 

チールプレートの間に介在する油膜が切れて、それぞれプレートに焼

損を生じ、同減速機が使用できず、主機の運転ができなくなったこと

により発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・機関長は、逆転減速機の作動油を取扱説明書に記載された交換時

期に交換すること。 

 ・機関長は、逆転減速機の作動油を交換した際、機関日誌に日時を

記載すること。 

 ・船舶所有者は、逆転減速機の取扱説明書を船内に備えること。 

 ・機関部乗組員は、逆転減速機の作動油の量を点検する際、色合い

の変化を見て、茶色く濁るなど状態に変化があれば、逆転減速機

を点検し、必要な場合には整備業者に修理等を依頼すること。 

 ・機関長は、作動油の色が変化するなどのインシデントが発生した

場合、作動油をサンプルとして抽出し、潤滑油製造業者等に性状

分析を依頼すること。 

備考 逆転減速機：平成９年１２月製造 
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付図１ インシデント発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県 

勝浦港 

インシデント発生場所 

（令和４年７月３日 ０９時５９分ごろ発生） 

鴨川湾 
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写真２ 逆転減速機の外観 

 

 

 

油面計ゲージ棒 

補給用キャップ 

船首方 船尾方 

船首方 船尾方 


